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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第10期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第９期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日

自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日

売上高 (千円) 25,441 21,244 81,837

経常損失 (千円) 146,359 136,605 439,033

四半期(当期)純損失 (千円) 152,205 136,497 471,760

純資産額 (千円) 963,229 991,938 880,106

総資産額 (千円) 1,063,252 1,033,590 920,377

１株当たり純資産額 (円) 12.98 10.41 10.36

１株当たり四半期
(当期)純損失金額

(円) 2.05 1.54 6.34

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 90.4 90.4 91.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △97,515 △52,990 △216,583

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 24,117 ─ 38,416

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △6,270 226,280 167,201

現金及び現金同等物の四半
期末(期末)残高

(千円) 366,910 599,870 426,182

従業員数 (人) 64 58 58

(注)　１.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３.　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

４.　前連結会計年度は決算期を変更し、９か月間の変則決算となっております。これに伴い、前第１四半期連結累

計（会計）期間は平成21年４月１日から平成21年６月30日まで、当第１四半期連結累計（会計）は平成22

年１月１日から平成22年３月31日までとなっております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成22年３月31日現在

従業員数(人) 58 (3)

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）の当第１四半期連結会計期

間の平均人員を（　）外数で記載しております。 

２．当社及び連結子会社は、創薬事業会社として同一セグメントに属する事業を行っているため、従業員数は全社

共通としております。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(人) ５

（注）　  従業員数は就業人員を記載しております。
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第２ 【事業の状況】

　当社は、前連結会計年度に決算期を変更し９か月間の変則決算としたことにより、比較が困難なため、前年同

四半期比の記載をしておりません。

　

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループの業務は業務の性質上、生産として把握することが困難であるため、記載を省略しており

ます。

(2) 受注実績

当社グループは受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績は次のとおりであります。

　 金額 (千円) 前年同四半期比(%)

研究開発収入等 21,244 ―

合計 21,244 ―

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期連結会計期間

金額 (千円) 割合(％)

N.V. Organon 7,518 35.4

Eli Lilly and Company4,620 21.7

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありま

せん。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　 　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

(1) 経営成績の分析

当社グループは医薬品開発を行う企業として成長を遂げるため、現在保有する創薬候補物の市場化を

目指し、治験を着実に進めていくことを重要な経営課題としております。既に中国において、商品化に最

も近い創薬候補物であるF647については①特発性肺線維症（IPF）治療薬、並びに②放射線性肺炎（RP）

治療薬という、２つの適応症において、両者とも第２相臨床試験を終了いたしました。第一のIPF治療薬

F647は、中国国家食品薬品監督管理局（SFDA）との協議を経て、早期条件付承認を得るべく第３相臨床試

験を凍結し、新薬許可申請（NDA）を提出いたしました。上海FDAの審査と現場検証を経て、NDA資料は北京
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にあるSFDAに送られ、第２次審査を受けております。第二のRP治療薬F647も良好な臨床試験の結果を受

け、さらなる有効性と安全性を確かめるために第３相臨床試験を計画しております。 

　これらに続く創薬候補物のF351（肝線維症治療薬）は、好結果を得て第１相臨床試験を終了し、その資

料の整理段階にあります。それが終わり次第、第２相臨床試験へと進む予定であります。さらに、次の創薬

候補物のF1013（ウィルス性肝炎・急性肝不全治療薬）は、米国EpiCept社で開発され、同社は米国、中国

その他主要地域での特許を取得しています。当社は、アジア、豪州及びニュージーランドにおいて開発を

行う権利を得て、中国で前臨床試験を行っております。

上記に加えて、当社グル―プは、継続的に当社グループの有する先端技術を利用して、複数の大手製薬

企業から研究を受託することで売上（研究開発収入）を計上しております。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は21,244千円、営業損失は135,429千円、経常損失は

136,605千円、四半期純損失は136,497千円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて113,213千円増加し、

1,033,590千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて1,381千円増加し、41,651千円となりま

した。純資産は、前連結会計年度末に比べて111,831千円増加し、991,938千円となりました。純資産の増減

は、主に当第１四半期連結会計期間において、229,719千円の第三者割当増資の実施による増加と、

136,497千円の四半期純損失を計上したことによる減少によります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間において、営業活動により減少した資金は52,990千円となりました。主要な

減少項目は税金等調整前四半期純損失136,195千円であり、主要な増加項目は、のれん償却額39,524千円、

売上債権の減少14,559千円であります。

投資活動による資金の増減はありませんでした。

財務活動による資金の増加は、226,280千円となりました。これは第三者割当増資により調達した

226,304千円によるものであります。

この結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比

べ173,688千円増加し599,870千円となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

はありません。また新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は16,925千円であります。

  なお、当第１四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況の重要な変更はありません。

（臨床開発）

　当社グループは、自社が保有する肺線維症治療薬（F647：IPFに関してはNDAを北京SFDAへ提出、RPに関

しては中国で第２相臨床試験終了段階）と肝線維症治療薬（F351：中国で第１相臨床試験を終え、資料

整理段階）の臨床開発ならびに、F1013に関しては、前臨床試験を行なっています。

　

　

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
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(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 243,527,000

計 243,527,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 89,782,83189,782,831
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 89,782,83189,782,831― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。

　

平成15年６月19日臨時株主総会決議および平成15年６月19日取締役会決議（第１回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 500　（注）1

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4.732

新株予約権の行使期間
自　平成17年６月20日
至　平成24年３月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　4.732
資本組入額　2.366

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

      ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。   

　　　　　①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社、当社の　

　　　　　　子会社または当社の関係会社（Gene Networks,Inc.を含む。）の取締役または従業員の地位にあることを　

　　　　　　要するものとする。但し、当該地位を失った後も３ヶ月（身体または精神の障害により当該地位を失った　

　　　　　　場合には１年間）に限り、当該地位を失った時点で下記④により権利行使可能となっている新株予約権を

　　　　　　行使することができる。

　　　　　②新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、死亡した時点で下記④により権利行使可能とな

　　　　　　っている新株予約権を、相続人が行使することができる。

　　　　　③１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　　　④新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点における権利行使可能数（以

　　　　　　下に定義する）を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができる。「権利行使可能数」と

　　　　　　は、平成14年３月１日の１年後の応答日の翌日において、割当を受けた新株予約権の４分の１に相当する

　　　　　　数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予

　　　　　　約権の48分の１に相当する数が加算される。ただし、(i)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承

　　　　　　認されたとき、もしくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につ

　　　　　　き株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社または当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を継承

　　　　　　するときを除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総

　　　　　　株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予

　　　　　　約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの

　　　　    すべてを行使することができる。

　　　　　⑤その他の権利の行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株

　　　　　　予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
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平成16年６月29日定時株主総会決議および平成16年７月12日取締役会決議（第５回新株予約権プランB）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） ５　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 55

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日
至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　55
資本組入額　27.5

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

      ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　　　①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　　　②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、もしくは当社が完全子会社となる株

　　　　　　式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社ま

　　　　　　たは当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的

　　　　　　に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得す

　　　　　　るときには、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた

　　　　　　新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。

　　　　　③その他の権利の行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株　

　　　　　　予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
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平成16年６月29日定時株主総会決議および平成17年６月13日取締役会決議（第５回新株予約権プランF）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 90　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 90,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 110

新株予約権の行使期間

①優遇税制適用の場合
自　平成19年６月28日
至　平成26年６月29日

 
②優遇税制適用外の場合

自　平成18年６月28日
至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　110
資本組入額 　55

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

      ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　    ①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　　　②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、もしくは当社が完全子会社となる株

　　　　　　式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社ま

　　　　　　たは当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的

　　　　　　に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得す

　　　　　　るときには、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた

　　　　　　新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。

　　　　　③その他の権利の行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株

　　　　　　予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
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平成17年６月30日定時株主総会決議および平成18年１月20日取締役会決議（第６回新株予約権プランD）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 　500　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 500,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 140

新株予約権の行使期間
優遇税制適用外の場合
自　平成19年１月21日
至　平成27年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　140
資本組入額　 70

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

      ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　    ①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　　　②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、もしくは当社が完全子会社となる株

　　　　　　式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社ま

　　　　　　たは当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的

　　　　　　に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得す

　　　　　　るときには、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた

　　　　　　新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。

　　　　　③その他の権利の行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株

　　　　　　予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

　

EDINET提出書類

株式会社ジーエヌアイ(E05712)

四半期報告書

11/38



平成17年６月30日定時株主総会決議および平成18年４月19日取締役会決議（第６回新株予約権プランE）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 12（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 140

新株予約権の行使期間
優遇税制適用外の場合
自　平成19年４月20日
至　平成27年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　140
資本組入額　 70

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

      ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　    ①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　　　②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、もしくは当社が完全子会社となる株

　　　　　　式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社ま

　　　　　　たは当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的

　　　　　　に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得す

　　　　　　るときには、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた

　　　　　　新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。

　　　　　③その他の権利の行使の条件は、新株予約権発行の株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株

　　　　　　予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
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会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年６月20日定時株主総会決議および平成18年８月14日取締役会決議（第15回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） ４　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 140

新株予約権の行使期間
自　平成20年８月15日
至　平成28年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　140
資本組入額　 70

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

(注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

　　　 ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　　   ①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の従

            業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位（以下「行使資格」と

            いう。）にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。そ

            の地位を喪失したときに行使資格を喪失したものとみなす。但し、当該行使資格を失った後も３ヶ月間

           （身体又は精神上の障害により当該地位を失った場合には１年間）に限り、当該行使資格を失った時点で

            下記④により権利行使可能となっている新株予約権を行使することができる。 

　　　 　 ②新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、死亡した時点で下記④により権利行使可能と

            なっている新株予約権を、相続人が行使することができる。 

　 　　 　③１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 

　　 　　 ④行使期間を条件として、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点にお

            ける権利行使可能数（以下に定義する。）を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができ

            る。「権利行使可能数」とは、平成18年３月16日の１年後の応当日の翌日（以下「起算日」という。）に

            おいて、割当を受けた新株予約権の４分の１に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が

            到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の１に相当する数が加算される。た

            だし、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、若しくは当社が完全子会社と

            なる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（ただし、存続

            会社又は当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除く）、(ⅱ)当社の全て若しくは実

            質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取

            得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領

            後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 

　　　　 　⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるとこ

             ろによる。 
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平成18年６月20日定時株主総会決議および平成19年３月13日取締役会決議（第20回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） ４　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 4,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 220

新株予約権の行使期間
自　平成21年３月14日
至　平成28年６月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　220
資本組入額　110

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

　　 　 ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　　 　①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の従

　　　　 　 業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位（以下「行使資格」と

            いう。）にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。そ

            の地位を喪失したときに行使資格を喪失したものとみなす。但し、当該行使資格を失った後も３ヶ月間

           （身体又は精神上の障害により当該地位を失った場合には１年間）に限り、当該行使資格を失った時点で

            下記④により権利行使可能となっている新株予約権を行使することができる。 

　　　　   ②新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、死亡した時点で下記④により権利行使可能と 

            なっている新株予約権を、相続人が行使することができる。 

　　　　   ③１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 

　　　　   ④行使期間を条件として、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点に

            おける権利行使可能数（以下に定義する。）を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができ

            る。「権利行使可能数」とは、平成19年１月22日の１年後の応当日の翌日（以下「起算日」という。）に

            おいて、割当を受けた新株予約権の４分の１に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が

            到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の１に相当する数が加算される。た

            だし、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、若しくは当社が完全子会社と

            なる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転の議案につき株主総会で承認されたとき（ただし、存続

            会社又は当社の完全親会社が新株予約権に係る義務を承継するときを除く）、(ⅱ)当社の全て若しくは実

            質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取

            得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領

            後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のものすべてを行使することができる。 

　　　　   ⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるとこ

            ろによる。 
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平成20年６月24日定時株主総会決議および平成20年７月22日取締役会決議（第24回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 280　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 280,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 35

新株予約権の行使期間
自　平成22年８月７日
至　平成30年８月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　35
資本組入額　  17.5

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

　　　　２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

　　　　　  ①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取

            締役、監査役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位

            以下「行使資格」という）にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使する

            ことはできない。但し、当該行使資格を失った後も３ヶ月間（身体又は精神上の障害により当該行使資

            格を失った場合には１年間）に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退

            任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。 

            ②新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができ

            る。 

            ③１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 

            ④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるとこ

            ろによる。 
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平成20年６月24日定時株主総会決議および平成20年11月20日取締役会決議（第25回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 　30　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） ９

新株予約権の行使期間
自　平成21年11月21日
至　平成30年11月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　９
資本組入額　 4.5

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

        ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

            ①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 

            ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交

            換契約もしくは株式移転契約が株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の

            新株予約権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却され

            るとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、下記③にか

            かわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた

            新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 

            ③新株予約権の割当時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者

            は、新株予約権の行使時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを

            要する。 

            ④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

            ろによる。 
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平成20年６月24日定時株主総会決議および平成20年12月19日取締役会決議（第26回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 50　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 10

新株予約権の行使期間
自　平成21年12月20日
至　平成30年12月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　10
資本組入額　  ５

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 　該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。 

        ２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。 

            ①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。 

            ②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交

            換契約もしくは株式移転契約が株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の

            新株予約権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却され

            るとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、下記③にか

            かわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた

            新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。 

            ③新株予約権の割当時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者

            は、新株予約権の行使時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを

            要する。 

            ④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

            ろによる。 
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平成21年６月17日定時株主総会決議および平成21年６月22日取締役会決議（第27回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 2,780　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,780,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 34

新株予約権の行使期間
自　平成23年６月23日
至　平成31年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　34
資本組入額　 17

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

　　　２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。

　　　　　①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約

若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権

が新たに発行される場合を除く。）、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は

(ⅲ)当社の総株主の議決権の50％に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にか

かわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株

予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。

　　　③新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役、監査

役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位（以下「行使資

格」という）にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但

し、当該行使資格を失った後も３ヶ月間（身体又は精神上の障害により当該行使資格を失った場合には１年

間）に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の

ある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。

　　　　　④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。

　　　⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによ

る。
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平成21年６月17日定時株主総会決議および平成21年６月22日取締役会決議（第28回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 　490　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 490,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 34

新株予約権の行使期間
自　平成22年６月23日
至　平成31年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　34
資本組入額　 17

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

　　　２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。

　　　　　①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

　　　②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約

若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権

が新たに発行される場合を除く。）、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は

(iii)当社の総株主の議決権の50％に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間に

かかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新

株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。

　　　③新株予約権の割当時において、当社又は当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時にお

いて、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。

　　　④新株予約権の割当時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株

予約権の行使時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。

　　　　　⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。

⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに

よる。
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平成21年６月17日定時株主総会決議および平成21年６月22日取締役会決議（第29回新株予約権）

区分
第１四半期会計期間末現在
(平成22年３月31日)

新株予約権の数（個） 600　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 600,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 34

新株予約権の行使期間
自　平成22年６月23日
至　平成31年６月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　34
資本組入額　 17

新株予約権の行使の条件 （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を
要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項なし。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項なし。

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。

　　　２．新株予約権の行使の条件は以下の通りです。

　　　　　①１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。

②(ⅰ) (x)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は(y)当社が完全子会社となる株

式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき（ただし、いずれの場合でも、存続会社又は

当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。）、(ii)当社の全て若しくは実質的に全て

の資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50％に相当する株式を第三者が取得するとき

には、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受

領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。

③新株予約権の行使期間内において、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時

点における権利行使可能数（以下に定義する。）を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することがで

きる。「権利行使可能数」とは、2009年6月22日の１年後の応当日の翌日（以下「起算日」という。）におい

て、割当を受けた新株予約権の４分の１に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来する

ごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の１に相当する数が加算される。

④新株予約権の割当時において、当社又は当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時

において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。但し、当該行使資格を失っ

た後も３ヶ月間（身体又は精神上の障害により当該行使資格を失った場合には１年間）に限り、新株予約権

を行使することができる。

⑤新株予約権の割当時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、

新株予約権の行使時において、当社の取引先又はコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要す

る。但し、当該行使資格を失った後も３ヶ月間（身体又は精神上の障害により当該行使資格を失った場合に

は１年間）に限り、新株予約権を行使することができる。

⑥新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。

⑦その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに

よる。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株)

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）
平成22年１月１日～
平成22年３月31日
（注）

8,650 89,782 114 3,079 114 3,039

（注）新株予約権の行使による増加であります。

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年12月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

　 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）
普通株式    　 1,000

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  81,117,000 81,117 －

単元未満株式　　　　　 普通株式　    14,831 － －

発行済株式総数 81,132,831 － －

総株主の議決権 － 81,117 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が14,000株含まれております。「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数14個が含まれております。

 ２．「単元未満株式」欄の普通株式には自己株式400株が含まれております。

 ３．提出日現在の発行済株式数は89,782,831株であります。

　

② 【自己株式等】

　平成21年12月31日現在

所有者の氏名または名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社ジーエヌアイ 東京都新宿区西新宿三丁
目７番１号 1,000 ― 1,000 0.00

計 ― 1,000 ― 1,000 0.00

（注）1．直前の基準日以降に単元未満株式買取請求がされ、提出日現在の自己株式は計2,300株であります。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
　１月 　２月 　３月

最高(円) 33 31 28

最低(円) 26 23 23

(注)　株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

(注)　当社は委員会設置会社であります。委員会体制につきましては、次のとおりであります。

指名委員会 イン・ルオ

　 ヤン・ホフラック

　 ワンショウ・グオ

監査委員会 指輪　英明

　 鈴木　勘一郎

　 リウェン・ウ

報酬委員会 片岡　隆志

　 指輪　英明

　 ワンショウ・グオ
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間(平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で)、当第１四半期連結会計期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び当第１四半期連結累計

期間(平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、明誠監査法人に

よる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 640,667 466,773

売掛金 37,376 51,898

たな卸資産 ※1
 43,651

※1
 42,515

その他 21,166 23,935

貸倒引当金 △2,193 △2,542

流動資産合計 740,669 582,580

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 1,362 1,481

機械及び装置（純額） 42,562 44,421

工具、器具及び備品（純額） 16,720 19,206

有形固定資産合計 ※2
 60,645

※2
 65,108

無形固定資産

のれん 201,580 241,105

ソフトウエア 1,255 1,721

その他 10,445 10,868

無形固定資産合計 213,282 253,695

投資その他の資産

出資金 17,895 17,895

その他 1,098 1,098

投資その他の資産合計 18,993 18,993

固定資産合計 292,921 337,796

資産合計 1,033,590 920,377

負債の部

流動負債

買掛金 18,516 16,872

未払金 5,210 3,314

未払費用 7,063 7,358

未払法人税等 1,269 1,674

賞与引当金 1,631 －

その他 7,960 11,050

流動負債合計 41,651 40,270

負債合計 41,651 40,270
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,079,924 2,965,064

資本剰余金 3,039,924 2,925,064

利益剰余金 △5,163,054 △5,026,557

自己株式 △106 △82

株主資本合計 956,687 863,490

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △22,019 △22,828

評価・換算差額等合計 △22,019 △22,828

新株予約権 57,270 39,444

純資産合計 991,938 880,106

負債純資産合計 1,033,590 920,377
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 25,441 21,244

売上原価 31,486 20,810

売上総利益又は売上総損失（△） △6,045 433

販売費及び一般管理費 ※1
 144,667

※1
 135,863

営業損失（△） △150,712 △135,429

営業外収益

受取利息 260 373

為替差益 1,489 －

補助金収入 1,270 1,302

受取手数料 1,017 －

その他 668 110

営業外収益合計 4,706 1,787

営業外費用

支払利息 353 －

為替差損 － 24

株式交付費 － 2,895

その他 － 42

営業外費用合計 353 2,963

経常損失（△） △146,359 △136,605

特別利益

貸倒引当金戻入額 518 357

新株予約権戻入益 414 52

固定資産売却益 481 －

特別利益合計 1,414 409

特別損失

事業再編損 ※2
 6,958 －

特別損失合計 6,958 －

税金等調整前四半期純損失（△） △151,902 △136,195

法人税、住民税及び事業税 302 302

法人税等合計 302 302

四半期純損失（△） △152,205 △136,497
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △151,902 △136,195

減価償却費 8,201 5,778

のれん償却額 39,524 39,524

賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,603

株式報酬費用 － 18,397

株式交付費 － 2,895

受取利息 △260 △373

支払利息 353 －

為替差損益（△は益） 98 △178

事業再編損失 6,958 －

有形固定資産売却損益（△は益） △481 －

売上債権の増減額（△は増加） 16,894 14,559

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,705 △904

仕入債務の増減額（△は減少） 3,047 1,550

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,949 2,459

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,070 74

その他 △1,745 △2,159

小計 △88,625 △52,969

利息の受取額 270 373

利息の支払額 △325 －

事業再編による支出 △6,958 －

法人税等の支払額 △1,876 △395

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,515 △52,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 4,217 －

敷金の回収による収入 19,900 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,117 －

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △6,270 －

株式の発行による収入 － 226,304

自己株式の取得による支出 － △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,270 226,280

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,714 399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △83,381 173,688

現金及び現金同等物の期首残高 450,292 426,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 366,910

※1
 599,870
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【継続企業の前提に関する注記】

当第１四半期連結会計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

※１ 商品及び製品 16,116千円

　 仕掛品 5,505千円

　 原材料及び貯蔵品 22,028千円

　

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 179,981千円

※１ 商品及び製品 15,240千円

　 仕掛品 8,760千円

　 原材料及び貯蔵品 18,514千円

　

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 174,414千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

のれん償却額 39,524千円

　 　
 
※２　事業再編損の主な内訳

割増退職金 6,958千円

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

賞与引当金繰入額 568千円

のれん償却額 39,524千円

 
─────

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

平成21年6月30日現在

現金及び預金 408,912千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△42,001千円

現金及び現金同等物 366,910千円
 

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

平成22年3月31日現在

現金及び預金 640,667千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△40,797千円

現金及び現金同等物 599,870千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 89,782,831

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,300

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株）
当第１四半期

連結会計期間末残高
（千円）

提出会社 普通株式 5,345,000 57,270

連結子会社 － － ─

合計 5,345,000 57,270

（注）目的となる株式の数のうち、新株予約権を行使することができる期間の初日が到来していないものが、

4,150,000株あります。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
　　　　該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５ 株主資本の著しい変動に関する事項

平成21年12月７日に発行した第三者割当による新株予約権のうち、未行使新株予約権の全数（173個、

8,650,000株）が当第１四半期連結累計期間において行使され、資本金及び資本準備金がそれぞれ

114,859千円増加いたしました。この結果、当第１四半期連結会計期間末において、資本金が3,079,924千

円、資本準備金が3,039,924千円となっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当該事業以

外に事業の種類がないため該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当該事業以

外に事業の種類がないため該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　
日本
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

11 25,430 25,441 ─ 25,441

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 11 25,430 25,441 ─ 25,441

営業損失(△) △52,387△101,171△153,558 2,846△150,712

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

中国

３  前連結会計年度まで独立した区分としていた米国については、GNI USA, Inc.を前連結会計年度において

清算したため、当第１四半期連結累計期間より廃止しております。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　
日本
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する
売上高

1,817 19,427 21,244 ─ 21,244

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,823 1,563 4,387 (4,387) ─

計 4,640 20.991 25,632(4,387)21,244

営業損失(△) △57,203△79,455△136,658 1,229△135,429

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

中国
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　 中国 東南アジア 米国 欧州 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 9,6557,644 651 7,44225,394

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― ― 25,441

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

38.0 30.0 2.6 29.2 99.8

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 中国

(2) 東南アジア・・・シンガポール

(3) 米国

(4) 欧州・・・オランダなど

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

　 中国 東南アジア 米国 欧州 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 5,7144,943 748 8,02119,427

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― ― 21,244

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

26.9 23.2 3.5 37.7 91.4

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 中国

(2) 東南アジア・・・シンガポール

(3) 米国

(4) 欧州・・・オランダなど

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間 (自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

１　当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費（株式報酬費用）　18,397千円

２　当第１四半期連結会計期間中に権利不行使による失効により利益として計上した金額

特別利益（新株予約権戻入益）　52千円

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

　 　

１株当たり純資産額 10円41銭
　

　 　

１株当たり純資産額 10円36銭
　

　

２　１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 ２円05銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純損失金額 １円54銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─

　

(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

　損失であるため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 152,205千円 136,497千円

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る四半期純損失(千円) 152,205千円 136,497千円

普通株式の期中平均株式数(株) 74,067,431 88,581,712
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(重要な後発事象)

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

新株予約権の発行

  平成21年６月17日開催の第８期定時株主総会及び平成21

年６月22日開催の取締役会決議に基づき、平成21年７月７日

にストック・オプションとしての新株予約権を発行いたし

ました。その概要は以下のとおりであります。

 

第27回新株予約権

①新株予約権の付与対象者及びその人数

当社取締役　６名

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　2,780,000株 

③付与日　　

平成21年７月７日　　

④新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本に組み入れる額

発行価格　34円　資本組入額　17円

⑤新株予約権の行使期間

１．平成23年６月23日から平成32年６月22日まで

２．上記１により定められる行使期間の始期にかかわら

ず、下記⑥２に定める事由が生じた場合には、⑥２の

定めるところに従って、新株予約権は行使され得るも

のとする。

⑥新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権

者」という。）は、権利行使時においても当社の取締

役、監査役もしくは従業員、当社の子会社もしくは関

係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位（以下

「行使資格」という。）にあることを要し、その行使

資格を失った場合には、新株予約権を行使することは

できない。ただし、当該行使資格を失った後も３ヶ月

間（身体又は精神上の障害により当該行使資格を

失った場合には１年間）に限り、新株予約権を行使す

ることができる。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予

約権を行使することができる。

２．(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認

されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契

約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき

（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約

権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)当社の全て

もしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は

(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第

三者が取得するときには、上記⑤１にかかわらず、当社

はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該

通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未

行使のものすべてを行使することができる。

新株予約権の発行

  平成22年３月26日開催の第９期定時株主総会及び平成22

年３月26日開催の取締役会決議に基づき、平成22年４月12日

にストック・オプションとしての新株予約権を発行いたし

ました。その概要は以下のとおりであります。

 

第31回新株予約権

①新株予約権の付与対象者及びその人数

当社取締役　７名

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　1,540,000株 

③付与日　　

平成22年４月12日　　

④新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本に組み入れる額

発行価格　33円　資本組入額　16.5円

⑤新株予約権の行使期間

１．平成24年３月27日から平成32年３月26日まで

２．上記１により定められる行使期間の始期にかかわら

ず、下記⑥２に定める事由が生じた場合には、⑥２の

定めるところに従って、新株予約権は行使され得るも

のとする。

⑥新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権

者」という。）は、権利行使時においても当社の取締

役、監査役もしくは従業員、当社の子会社もしくは関

係会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位（以下

「行使資格」という。）にあることを要し、その行使

資格を失った場合には、新株予約権を行使することは

できない。ただし、当該行使資格を失った後も３ヶ月

間（身体又は精神上の障害により当該行使資格を

失った場合には１年間）に限り、新株予約権を行使す

ることができる。ただし、任期満了による退任、定年退

職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予

約権を行使することができる。

２．(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認

されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契

約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき

（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約

権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)当社の全て

もしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は

(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第

三者が取得するときには、上記⑤１にかかわらず、当社

はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該

通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未

行使のものすべてを行使することができる。
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前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

３．新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限

り、死亡した時点で上記⑤１により権利行使可能と

なっている新株予約権を、相続人が行使することがで

きる。

４．１個の新株予約権の一部につき行使することはできな

い。

５．その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者と

の間で締結する新株予約権付与契約に定めるところに

よる。

 

第28回新株予約権

①新株予約権の付与対象者及びその人数

コンサルタント ５名

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　490,000株

③付与日　　

平成21年７月７日　　

④新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本に組み入れる額

発行価格　34円  資本組入額　17円

⑤新株予約権の行使期間

１．平成22年６月23日から平成31年６月22日まで

２．上記１により定められる行使期間の始期にかかわら

ず、下記⑥２に定める事由が生じた場合には、⑥２の

定めるところに従って、新株予約権は行使され得るも

のとする。

⑥新株予約権の行使の条件

１．１個の新株予約権の一部につき行使することはでき

ない。

２．(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承

認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換

契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された

とき（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株

予約権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)

当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却され

るとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当

する株式を第三者が取得するときには、上記⑤１にか

かわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株

予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株

予約権のうち未行使のものすべてを行使することが

できる。

３．新株予約権の割当時において、当社の取引先又はコン

サルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、

新株予約権の行使時において、当社の取引先又はコン

サルタント等の当社協力先の地位にあることを要す

る。

４．その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者

 

３．新株予約権者が死亡した場合には、死亡後１年間に限

り、死亡した時点で上記⑤１により権利行使可能と

なっている新株予約権を、相続人が行使することがで

きる。

４．１個の新株予約権の一部につき行使することはできな

い。

５．その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者と

の間で締結する新株予約権付与契約に定めるところに

よる。

 

第32回新株予約権

①新株予約権の付与対象者及びその人数

コンサルタント ２名

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　200,000株

③付与日　　

平成22年４月12日　　　

④新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本に組み入れる額

発行価格　33円　資本組入額　16.5円

⑤新株予約権の行使期間

１．平成23年３月27日から平成32年３月26日まで

２．上記１により定められる行使期間の始期にかかわら

ず、下記⑥２に定める事由が生じた場合には、⑥２の

定めるところに従って、新株予約権は行使され得るも

のとする。

⑥新株予約権の行使の条件

１．１個の新株予約権の一部につき行使することはでき

ない。

２．(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承

認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換

契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された

とき（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株

予約権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)

当社の全てもしくは実質的に全ての資産が売却され

るとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当

する株式を第三者が取得するときには、上記⑤１にか

かわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株

予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株

予約権のうち未行使のものすべてを行使することが

できる。

３．新株予約権の割当時において、当社の取引先又はコン

サルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、

新株予約権の行使時において、当社の取引先又はコン

サルタント等の当社協力先の地位にあることを要す

る。

４．その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者
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前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

ろによる。

 

第29回新株予約権

①新株予約権の付与対象者及びその人数

当社グループ従業員　13名

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　610,000株

③付与日

平成21年７月７日

④新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本に組み入れる額

発行価格　34円  資本組入額　17円

⑤新株予約権の行使期間

１．平成22年６月23日から平成31年６月22日まで

２．上記１により定められる行使期間の始期にかかわら

ず、下記⑥２に定める事由が生じた場合には、⑥２の定

めるところに従って、新株予約権は行使され得るもの

とする。

⑥新株予約権の行使の条件

１．１個の新株予約権の一部につき行使することはできな

い。

２. (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認

されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契

約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき

（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約

権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)当社の全て

もしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は

(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第

三者が取得するときには、上記⑤１にかかわらず、当社

はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該

通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未

行使のものすべてを行使することができる。

３．新株予約権の割当時において、当社の従業員、当社子

会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の

行使時において、当社、当社子会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要する。

４．上記⑤１の期間内において新株予約権者は、既に行使

した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点にお

ける権利行使可能数（以下に定義する。）を超えない

限りにおいて、新株予約権を行使することができる。

「権利行使可能数」とは、平成21年６月22日の１年後

の応答日の翌日（以下「起算日」という。）において、

割当を受けた新株予約権の４分の１に相当する数と

し、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するご

とに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48

分の１に相当する数が加算される。

との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

ろによる。

 

第33回新株予約権

①新株予約権の付与対象者及びその人数

当社グループ従業員　２名

②新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　60,000株

③付与日

平成22年４月12日

④新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本に組み入れる額

発行価格　33円　資本組入額　16.5円

⑤新株予約権の行使期間

１．平成23年３月27日から平成32年３月26日まで

２．上記１により定められる行使期間の始期にかかわら

ず、下記⑥２に定める事由が生じた場合には、⑥２の定

めるところに従って、新株予約権は行使され得るもの

とする。

⑥新株予約権の行使の条件

１．１個の新株予約権の一部につき行使することはできな

い。

２. (ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認

されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契

約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき

（ただし、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約

権が新たに発行される場合を除く）、(ⅱ)当社の全て

もしくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は

(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第

三者が取得するときには、上記⑤１にかかわらず、当社

はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該

通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未

行使のものすべてを行使することができる。

３．新株予約権の割当時において、当社の従業員、当社子

会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の

行使時において、当社、当社子会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要する。

４．上記⑤１の期間内において新株予約権者は、既に行使

した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点にお

ける権利行使可能数（以下に定義する。）を超えない

限りにおいて、新株予約権を行使することができる。

「権利行使可能数」とは、平成22年３月26日の１年後

の応答日の翌日（以下「起算日」という。）において、

割当を受けた新株予約権の４分の１に相当する数と

し、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するご

とに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48

分の１に相当する数が加算される。
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前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

５．その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者と

の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに

よる。

５．その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者と

の間で締結する新株予約権割当契約に定めるところに

よる。

　　　
２【その他】

該当事項はありません。

　

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成21年８月14日

株式会社ジーエヌアイ

取締役会　御中

　

明誠監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　武　田　　剛　　　　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　高　尾　　秀　四　郎　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ジーエヌアイの平成21年４月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジーエヌアイ及び連結子会社の平成

21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

追記情報

1. 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は創業以来継続的に営業損失を計上し、営業

活動によるキャッシュ・フローも継続的にマイナスの状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ

せるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、

当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四

半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連

結財務諸表に反映されていない。

2．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年７月７日に新株予約権を発行した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成22年５月14日

株式会社ジーエヌアイ

取締役会　御中

　

明誠監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 高　尾　   秀　四　郎　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　 市　原　　 豊    　  　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ジーエヌアイの平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成

22年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジーエヌアイ及び連結子会社の平成

22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年４月12日に新株予約権を発行した。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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